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１ 生産緑地制度とは                                 

市街化区域内の農地（都市農地）は、農作物の生産の場としてだけではなく、緑地空間

や水辺空間などの潤いを提供する「景観形成機能」、雨水の貯留・浸透や生物多様性の保

全に資する「環境機能」、災害時における避難場所や仮設住宅建設用地のための「防災機

能」など、様々な機能を有しています。 

 

 生産緑地制度は、このような都市農地の持つ多様な機能を発揮させるため、「生産緑地地

区」として都市計画に定めることで、都市農地を適正に保全し、緑豊かで良好な都市環境

をつくるための制度です。 

 

 生産緑地地区は、都市計画法に基づく手続きを経て決定されるものですが、その前提と

して土地所有者の同意が必要になります。 

 

 そのため、本市では、土地所有者からの申請に基づき、市独自の指定要件等と照合して

適当と判断される場合に、「生産緑地地区」指定のための都市計画決定手続きを行っていき

ます。 

 

 

２ 生産緑地地区に指定されると                          

30 年間は、農地等として管理運営していただくことになります。 

（１）農地等として管理することが義務付けられます。 

   ※「農地等」とは、現に農業に用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供

されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼をいいます。 

（２）原則、建築物の建築、宅地の造成などの行為はできません。 

※ただし、次に掲げる施設で生活環境の悪化をもたらす恐れのないものについては、市長の許

可を受けた後、建築等を行うことができます（用途地域によって立地できない場合あり）。 

       ○農産物の生産・集荷施設          ○農業生産資材の貯蔵・保管施設 

       ○農産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設 ○農業従事者の休憩施設 

       ○農産物の加工所、直売所          ○農家レストラン    など 

（３）次に掲げる場合において、市長に対し買取りの申出をすることができます。 

    ・指定から 30 年経過した場合 

    ・主たる従事者及び後継者が死亡、又は農作業が不可能となる故障をした場合 

     ※ただし、買取りの約束をするものではありません。 

（４）固定資産税等の課税が見直されます。 

    ・固定資産税：宅地並み評価（農地に準じた課税）⇒ 農地評価（農地課税） 

    ・都市計画税：見直し後の評価額に対して課税 

（5）市のホームページで生産緑地地区であることを公表します。 
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３ 生産緑地地区の指定要件                            

次の①～⑦のすべての要件を満たす必要があります。 
 
 

【区域要件】 ①一団の農地等※が、市街化区域内かつ栃木市立地適正化計画で定める居住

誘導区域外にあること。 

【面積要件】 ②一団の農地等の面積が、500 ㎡以上であること。 

【接道要件】 ③一団の農地等が、建築基準法第 42 条第 1 項第１号から第５号及び第 2

項に規定する道路に 2ｍ以上接していること。 

【営農要件】 ④主たる従事者の年間農業従事日数が 60 日以上であること。 

 ⑤主たる従事者の年齢が 60 歳以上である場合は、15 歳以上 60 歳未満の

後継者を指名していること。 

 ⑥主たる従事者の直近3年間の農業所得額の１年当たりの平均が50万円以

上であること。 

【その他要件】 ⑦指定しようとする農地等に関する権利関係（所有権、抵当権等）を有する

者全員の同意が得られること。 
  

 

※「一団の農地等」の考え方 （農地 A と一体で生産緑地に指定できるものは以下のとおり。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路（幅員６m以下） 

少しでも農地 A

に面していれば

指定可。 
農地 F 

水路 

(幅員 6ｍ以下) 

道路（幅員６m超） 

農地 G 
農地 A と幅員 6ｍを超える道路又は水路を

介しており、物理的に一体性を有しないた

め、一団の農地としては取り扱わない。 

農地 A と幅員 6ｍ以下の道路又は水路を介し、物理的に

一体性を有しているため、一団の農地として取り扱う。 

  

農地 A 
農地 E 

指定可 

農地 B 

指定不可 

※農地 A～E の合計面積が 500 ㎡以上

であれば、一団の農地として指定で

きます。 

※農地 F や農地 G は、面積が 500 ㎡以

上あれば、一団ではなく、それぞれ単

独の農地として指定できます。 

※道路や水路は、面積に含めません。 

※個々の農地の間に、塀や家屋又は高

低差等がある場合は、物理的な一体

性を有していないと判断される場合

があります。 

農地 D 農地 C 

農地 A に面しておらず、物理的

に一体性を有しないため、一団

の農地としては取り扱わない。 

農地 A と接しており、物理的に

一体性を有しているため、一団

の農地として取り扱う。 
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４ 指定までの流れ                                  

 

 事前相談（随時） 

4 月 1 日～30 日 

指定の申請 

（様式第 1・2・3・4 号） 

～6 月 30 日 

申請取りまとめ 

申請内容・現地確認 

7 月頃 

都市計画案の作成 

県関係課との調整 

8 月頃 

都市計画の素案の縦覧・公聴会 

（法第 16 条） 

9 月頃 

県事前協議 

10 月頃 

都市計画案の縦覧 

（法第 17 条） 

11 月頃 

都市計画審議会・県知事との協議 

（法第 19 条） 

12 月 

都市計画決定の告示 

（法第 20 条） 

 

30 年間の営農 

※固定資産評価の見直し 

※生産緑地であることを市ホームページで明示 

栃
木
市
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
等
に
関
す
る
要
領 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
決
定
手
続
き 

生
産
緑
地
法 

：市 
 

：農地等所有者 

法 ： 都市計画法 

※必ず、事前相談をしてください。 

適当 

不適当 
結果の通知  

【不指定の決定】 

（様式第 6 号） 

結果の通知  

【指定の決定】 

（様式第 5 号） 

※県関係課との調整の状況によっては、スケジュール

通りに生産緑地地区の都市計画決定ができない場

合があります。 
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５ 指定後の流れ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：市 
 

：農地等所有者 

生産緑地地区に指定 

生産緑地として農地等を管理 

（法第 7 条） 

法 ： 生産緑地法 

主たる従事者の死亡・故障 

30 年間の営農 

価格の協議 

（法第 12 条） 

買い取る旨の通知 

（法第 12 条） 

買い取らない旨の通知 

（法第 12 条） 
特定生産緑地の申出 

営農継続しない 

営農継続しない 

行為制限の解除 

（法第 14 条） 

斡旋不成立 

公共用地として法律の 

目的に沿った適切な管理 

（法第 16 条） 

都市計画の変更 

（通常の市街化農地に） 

特定生産緑地の指定 

（法第 10 条の 2） 

※10 年毎に更新可能 

営農継続する 

後継者が営農継続 

法律に基づき貸借 

農業希望者への斡旋 

（法第 13 条） 

斡旋成立 

市長への買取り申出 

（法第 10 条） 
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６ 指定申請の方法                                  

 生産緑地地区の指定を受ける場合は、必ず都市計画課に事前相談をしていただき、その

後、必要書類をそろえて申請期間内に指定申請を行ってください。 

 

【事前相談】   

○受付期間 随時（平日８時 30 分から 17 時 15 分） 

○必要書類 固定資産税・都市計画税 納税通知書 

 

【指定申請】   

○申請期間 4 月 1 日～4 月 30 日（平日８時 30 分から 17 時 15 分） 

             ※４月 30 日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日まで 

○必要書類 

 

※申請等に必要な様式は、市のホームページからダウンロードできます。 

※ご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

栃木市都市建設部 都市計画課 電話 0282－21－2431 

 

申 請 書 等 添 付 書 類 

生産緑地地区指定申請書 

（様式第 1 号） 
 

申請農地等内訳書 

（様式第 2 号） 

●位置図（縮尺 2,500 分の 1 程度） 

●公図の写し（登記所の発行で 3 か月以内のもの） 

●一筆ごとの土地の登記事項証明書（ 〃 ） 

●現況の写真（2 方向以上から撮影したもの） 

●主たる従事者の生年月日が確認できる書類 
（住民票・運転免許証のコピー等） 

●主たる従事者の直近 3 年間の農業所得額の

1 年当たりの平均が 50 万円以上であること

が確認できる書類（確定申告書の写し、出荷伝票等） 

生産緑地地区指定同意書 

（様式第 3 号） 
●農地等利害関係人全員の印鑑登録証明書 

（発行から 3 か月以内のもの） 

【主たる従事者が 60 歳以上の場合】 

生産緑地地区指定後継者届出書 

（様式第 4 号） 

●後継者の印鑑登録証明書 
（発行から 3 か月以内のもの） 

●届出者と後継者の関係が分かる書類 
（戸籍謄本等） 

・その他、市長が必要と認める書類  
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７ Q & A                                        

 【生産緑地制度全般】  

Q１ いつでも生産緑地地区の指定を受けることができるのか。 

A１ 生産緑地地区の指定を受けるには、毎年4月中に指定の申請をしていただく必要があ

ります。指定に向けた事前相談を随時受け付けておりますので、お早めに都市計画課

にご相談ください（P3「指定までの流れ」参照）。 

 

Q２ 一団としてみられる農地は接している必要があるか。 

A２ 幅員6ｍ以下の道路や水路であれば、これを介していても、一団とみなせる場合があ

りますので、都市計画課にご相談ください（P2 図「一団の農地等の考え方」参照）。 

 

Q３ 農地としての適正な管理について、耕作の程度、範囲はあるのか。農作物を作らず

耕すだけでも良いのか。 

A３ 生産緑地の管理方法について特に指定はありませんが、制度の趣旨から、雑草や樹

木が繁茂しないよう手入れし、容易に耕作できるような状態にしておくことが必要で

す。 

 

Q４ 生産緑地を他の人に貸し出すことはできるのか。 

A４ 生産緑地は、他の人に貸し出すこともできます。権利の異動が生じるときは農業委

員会（℡0282-21-2393）にお問い合わせください。 

 

Q５ 生産緑地制度に係る罰則はあるのか。 

A５ 生産緑地地区内で、許可を受けずに建築物（農機具倉庫や農産物直売所等の農業用

施設を含む）の新築等をした場合や原状回復命令に違反した場合、必要な立入調査を

拒否した場合などに、処罰されることがあります。 

 

Q６ 固定資産税や都市計画税はいつから農地評価・農地課税になるのか。 

A６ 生産緑地地区の都市計画決定がされた年の翌年の課税分からです。 

   例：令和6年12月に生産緑地地区の都市計画決定 ⇒ 令和7年度課税分から 

 

 【生産緑地指定後】  

Q７ 生産緑地地区の指定を途中で解除できるのか。 

A７ 指定後30年を経過するか、農業従事者の死亡等で営農できなくなった場合を除き、

所有者の都合では解除できません。 
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Q８ 生産緑地地区の指定から30年が経過する前に、土地所有者の死亡により相続が発生

した場合どうなるのか。そこから30年間農業を継続する必要があるのか。 

A８ 生産緑地地区の指定は、人に対してではなく、土地に対して行うので、途中で相続

があったとしても、その土地が最初に生産緑地地区の指定を受けたときから原則30年

間農地等として管理していただくことになります。 

相続が発生した場合、生産緑地地区での営農は相続者に引き継がれます。営農がで

きない場合は、市長に対し買取りを申し出ることができますので、都市計画課（℡

0282-21-2431）にご相談ください。 

 

Q９ 生産緑地地区の指定を受けた農地等は売買できないのか。 

A９ 売買は可能です。このとき、農地等の所有権とともに、生産緑地地区の利益や制限、

管理責任も新しい所有者に移ります。 

 

Q10 生産緑地地区に指定されると「原則、建築物の建築、宅地の造成などの行為はでき

ません」と1ページに書いてあるが、やむを得ない場合は住宅が建てられるのか。 

A10 生産緑地地区に住宅は建てられません。ただし、農機具倉庫や農産物直売所など、

営農に必要な建物を設置する場合は、市長の許可を受ければ建築可能です。 

 

 【買取り申出】  

Q11 どのような場合に買取り申出ができるのか。 

A11 生産緑地地区の指定から30年経過したとき、又は主たる従事者及び後継者が病気や

ケガ、死亡などで農業を続けられなくなったときです。 

 

Q12 主たる従事者とは何か。 

A12 主たる従事者とは、生産緑地地区で農業を主に行っている人をいいます。 

 

Q13 買取申出の条件である農業が続けられなくなる病気やケガとは、どのようなものか。 

A13 手足の指の喪失や両眼の失明、胸腹部臓器の機能の著しい障害などをいい、その判

断にあたっては、市長の認定を受ける必要があります。 

 

Q14 買取り申出の要件に該当しても、買取り申出を申請しない場合はどうなるのか。 

A14 買取り申出の申請がない限り、生産緑地地区としての指定が続きます。 

 

Q15 市が生産緑地を買取りした場合、税の減免はあるのか。 

A15 所得税について、生産緑地地区内の農地等が地方公共団体等に買い取られる場合に

は、譲渡所得に関して1,500万円の特別控除がなされます。 

詳しくは、税務課（℡0282-21-2265）にお問い合わせください。



 
 

【参考】居住誘導区域エリア図                                                                                   

  

西方地域 

都賀地域 

栃木地域 

大平地域 岩舟地域 

藤岡地域 

東武金崎駅 

家中駅 

野州大塚駅 

野州平川駅 

合戦場駅 

新栃木駅 

栃木駅 

大平下駅 

新大平下駅 
岩舟駅 

藤岡駅 

静和駅 

【誘導施設凡例】 
行政（市役所・総合支所） 

福祉（地域包括支援センター） 

商業（大規模商業店舗） 

医療（病院） 

金融（銀行・信用金庫・労働金庫） 

教育（高校・大学・専門学校） 

文化（文化会館・図書館） 

④都賀地域拠点 

都賀都市機能誘導区域 

家中駅 

 

藤岡駅 

渡 良 瀬

藤岡都市機能誘導区域 

③藤岡地域拠点 

【区域凡例】 
市街化区域・用途地域 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

公共的機能維持ゾーン 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

浸水深 3ｍ以上の浸水想定区域 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) 

土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 

⑤岩舟地域拠点 

岩舟駅 

静和駅 

岩舟都市機能誘導区域 

東武金崎駅 

思川 

⑥西方地域拠点 

西方都市機能誘導区域 

②大平地域拠点 

新大平下駅 

大平下駅 

永
野
川 

大平都市機能誘導区域 

 

①栃木複合的都市拠点 

栃木駅 

野州平川駅 

合戦場駅 

新栃木駅 
巴
波
川 

永
野
川 

栃木都市機能誘導区域 

生産緑地地区の指定要件の 1 つである区域要件

を満たすためには、農地等が 

「市街化区域」の内側 

かつ 

「居住誘導区域」の外側 

であることが必要です。 

本手引の「３ 生産緑地地区の指定要件」の区域要件にある栃木市立地適正化計画の居住誘導区域等の図面です。 

区域の詳細については、市ホームページ内の「栃木市地理情報システム」でご確認いただくか、都市計画課にお問い合わせください。 

 

西方地域は市街化区域がないため、 

生産緑地地区は指定できません。 


